
 

 

 

社会福祉法人 行風会 

朱雀老人デイサービスセンター 

 

重要事項説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定通所介護サービス・介護予防型デイサービスを提供し

ます。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

通り説明します。 

 

※当事業所のご利用は、原則として要介護認定において「要介護」「要支援」、介護

予防日常生活支援総合事業において「事業対象者」と認定された方が対象となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都大原記念病院グループ 

社会福祉法人 行風会 
 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

京都府指定 2670300256 号 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1．施設経営法人 

（1）法人名       社会福祉法人 行風会 

（京都大原記念病院グループ） 

（2）法人所在地   京都市左京区大原戸寺町 380番地 

（3）電話番号   075-744-3510 

（4）ファックス   075-744-3535 

（5）代表者氏名   理事長 児玉 博行 

（6）設立年月     平成 7年 10月 9日 

（7）法人理念 

「ご利用者様の不安を取り除き、いつでも安心して、ご満足して 

いただける介護サービスを真心こめて提供いたします。」 

 

2．事業所の概要 

（1）事業所の種類    ①指定通所介護事業所 

②予防型デイサービス 

（2）指定年月日   ①平成 12年 4月 1日指定  

②平成 18年 4月 1日指定  

（3）指定番号    ①京都府指定 2670300256号 

           ②京都府指定 2670300256号 

（4）事業所の目的 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利

用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（5）事業所の名称   朱雀老人デイサービスセンター 

（6）事業所の所在地  京都市中京区壬生東高田町 17番地 

（7）電話番号    075-321-1999 

（8）ファックス     075-321-2010 

（9）事業所管理者  氏名   桑原 智季 

（10）当事業所の通所介護事業運営方針 

① 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると共

に、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護サービス計画を

作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 

② 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の認知症の状況

等心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行う。 

③ 事業所の従業者は事業の提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。 

④ 事業所は自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。 

（11）当事業所の介護予防日常生活支援総合事業通所介護運営方針 

① 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると

共に、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に介護予防通所介護サ

ービス計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供

する。 

② 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活

の質の向上に資するサービス提供を行う。 

③ 介護予防通所介護サービス計画に基づき、利用者の意欲を高めるような適切な

働きかけと、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。 

④ 事業所の従事者は事業の提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

う。 

⑤ 事業者は自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。 
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⑥ 当事業所はサービスの質の向上を目指し、さらには施設スタッフの専門性を社

会に還元すべく、当法人が運営する諸施設等において社会福祉士養成課程にお

ける実習生及びボランティアを受け入れる。 

（12）開設年月      平成 12年 1月 24日 

（13）利用定員      30人 
（14）施設設備 

   事業所の施設設備及び備品は、指定通所介護事業所、介護予防日常生活支援総合

事業通所介護との兼用とする。 

（15）提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施無し） 

 

3．事業実施地域及び営業時間 

（1）通常の事業の実施地域 別添地図参照 

（2）営業日及びサービス提供時間 

営業日 月曜日～土曜日（12月 31日～1月 3日を除く） 

受付時間 月曜日～土曜日 午前 8時 30分～午後 5時 

サービス提供時間 月曜日～土曜日 午前 9時 30分～午後 4時 30分  

 

4．職員の配置状況 

 当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービス及び介護予防日常生活支援総 

合事業通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

<主な職員の配置状況> 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 職員配置 

1. 事業所管理者 （介護職員と兼務） 1名 

2. 介護職員 10名 

3. 生活相談員 （介護職員と兼務） 1名 

4. 看護職員 （機能訓練指導員と兼務） 2名 

5. 機能訓練指導員（看護職員と兼務） 2名 

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

1.介護職員 勤務時間：午前 8時 30分～午後 5時 

☆原則として 6 名以上の介護職員が勤務します。 

2.看護職員 勤務時間：午前 8時 30分～午後 5時 

☆原則として 1 名以上の看護職員が勤務します。 
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5．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（1）利用料金が介護保険から給付される場合 

（2）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

 

（1）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとします。  

<サービスの概要>   

① 入 浴 

・入浴又は清拭を行う事により、心身の清潔保持に努めます。  

② 排 泄 

・ご利用者の排泄の介助又は援助を行います。  

③ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 

④ 送迎サービス 

 ・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常

の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

<サービス利用料金（1回あたり）> 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度、要介護度支援状態の区分に応じたサー

ビス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。 

 

Ⅰ通所介護利用料金 

7 時間以上 

8 時間未満 1 回あたりの利用料金 

1 回あたりの自己負担分 1 回あたりの自己負担分 1 回あたりの自己負担分 

（１割負担） （２割負担） （３割負担） 

要介護度 1 6,876 円 688 円 1,376 円 2,063 円 

要介護度 2 8,119 円 812 円 1,624 円 2,436 円 

要介護度 3 9,405 円 941 円 1,881 円 2,822 円 

要介護度 4 10,690 円 1,069 円 2,138 円 3,207 円 

要介護度 5 11,936 円 1,200 円 2,400 円 3,599 円 

 

3 時間以上 

4 時間未満 1 回あたりの利用料金 

1 回あたりの自己負担分 1 回あたりの自己負担分 1 回あたりの自己負担分 

（１割負担） （２割負担） （３割負担） 

要介護度 1 3,866 円 387 円 774 円 1,160 円 

要介護度 2 4,420 円 442 円 884 円 1,326 円 

要介護度 3 5,005 円 501 円 1,001 円 1,502 円 

要介護度 4 5,569 円 557 円 1,114 円 1,671 円 

要介護度 5 6,144 円 615 円 1,229 円 1,844 円 

 

≪加算料金≫ 

① 入浴介助加算Ⅰ 

1回あたり 418円 

【介護保険適用時の自己負担額 42円：1割 84円：2割 126円：3割】 

② 個別機能訓練加算（1）イ 

1回あたり 585円 

【介護保険適用時の自己負担額 59円：1割 117円：2割 176円：3割】 

③ サービス提供体制強化加算Ⅰ 

1回あたり 229円 

【介護保険適用時の自己負担額 23円：1割 46円：2割 69円：3割】 

④ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

1月あたり 上記合計料金の 9.2％相当 

⑤ 科学的介護推進体制加算 

 1月あたり 418円 

【介護保険適用時の自己負担額 42円：1割 84円：2割 126円：3割】 
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Ⅱ介護予防型デイサービス利用料金 

 

《加算料金》 

① サービス提供体制強化加算Ⅰ 

1月あたり 

週１回程度利用:919 円 

【介護保険適用時の自己負担額 92 円:1 割 184 円:2割 276 円：3 割】 

週２回程度利用: 1,839 円 

【介護保険適用時の自己負担額 184 円:1 割 368 円:2割 552 円：3 割】 

② 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

   1月あたり 上記合計料金の 9.2%相当 

③ 科学的介護推進体制加算 

1月あたり 418円 

【介護保険適用時の自己負担額 42円：1割 84円：2割 126円：3割】 

 

☆ご利用者がまだ認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただきます。要介護・要支援・事業対象者の認定を受けた後、自己負担額を除

く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅介護サービス計画等が

作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給

付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の

負担額を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用料金 
自己負担 

（1 割負担） 

自己負担 

（2 割負担） 

自己負担 

（3 割負担） 

入浴あ

り 
入浴なし 

入浴あ

り 

入浴な

し 

入浴あ

り 

入浴な

し 

入浴あり 入浴な

し 

月

額

報

酬 

週１回

程度 
18,789 円 16,699 円 1,879 円 1,670 円 3,758 円 3,340 円 5,637 円 5,010 円 

週２回

程度 
37,839 円 33,659 円 3,784 円 3,366 円 7,568 円 6,732 円 11,352 円 10,098 円 

1 回

あた

り報

酬 

週１回

程度 
4,556 円 4,054 円 456 円 406 円 912 円 811 円 1,367 円 1,217 円 

週２回

程度 
4,671 円 4,159 円 468 円 416 円 935 円 832 円 1,402 円 1,248 円 
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（2）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>   

① 昼食代（行事食等は内容により別途設定の場合あり） 

1食あたり 900円 

② 持ち帰り通常食(希望者のみ) 

1食あたり 750円 

③ おやつ代(選択おやつに係る材料費及びドリンク代) 

1日あたり 200円 

④ おむつ代 

紙オムツ（パンツタイプ）   1枚 150円 

紙オムツ（テープ式）     1枚 100円 

紙オムツ（パッドタイプ）   1枚 40 円 

⑤ 教養娯楽費  

個別教材費  １日あたり 150円 

 コーヒーチケット（希望者のみ） 11枚綴り  1,579円（税込）                  

⑥ 複写物の交付 

ご利用者は、法人で定める個人情報保護規程に準じて、サービス提供についての記

録を閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。  

利用料金：1枚につき 20円（税抜） 

⑦ その他、通所介護サービス等の利用において、個人が準備すべきものや、個人の希

望による日常生活に必要な上記以外の物品についても、実費徴収いたします。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するこ

とがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2

か月前までにご説明します。 

（3）利用料金のお支払い方法 

前記（1）、（2）の料金・費用について、当月の利用料金の合計金 

額を翌月末日までにお支払い下さい。 

ア．指定口座への振り込み 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし  

（4）利用の中止、変更 

☆ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービス等の利用を中止

又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の 24 時間前まで

に事業者に申し出てください。 

 

☆ 利用予定日の 24 時間前までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し

出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。 

利用予定日の 24時間前までに申し出が 

あった場合 
無料 

利用予定日の前日までに申し出が 

なかった場合 
昼食・おやつ代 

 

≪通所介護・介護予防型デイサービス共通≫ 

☆サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提

示して協議します。 

≪介護予防型デイサービスのみ≫ 

☆ 月のサービス利用日や回数については、ご利用者の状態変化、居宅サービス計

画書等に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することが

あります。 
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☆ ご利用者の体調不良や状態の改善等により居宅サービス計画書等又は介護予

防通所介護サービス計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、もしくは多

かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。 

☆ ご利用者の状態の変化等により、サービス提供量が、居宅サービス計画書等に

定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整

の上、居宅サービス計画書等の変更又は要支援認定の変更申請、要介護認定申請

の援助等必要な支援を行います。 

☆ 月ごとの定額制の場合、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場

合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行い

ません。 

一 月途中に要介護度支援状態区分が変更となり報酬区分が変更となった場合 

二 月途中に要介護度支援状態区分から要介護に変更となった場合 

三 同一保険者管内での転居等により、同一サービス内で事業所を変更した場合 

☆月途中で日割り算定条件に該当した場合は、日割り計算により、それぞれの単

価に基づいて利用料を計算します。 

☆サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示

して協議します。 

 

 

5. 苦情の受付について 

（1）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

苦情受付窓口     苦情対応責任者  管理者 桑原 智季 

受付時間   毎週月曜日～土曜日 午前 9時～午後 5時 

 

（2）行政機関その他苦情受付機関 

中京区役所 健康長寿推進課  

高齢介護保険担当 

代表 075-812-0061 

直通  075-812-2566 

下京区役所 健康長寿推進課  

高齢介護保険担当 

代表 075-371-7101 

直通  075-371-7228 

右京区役所 健康長寿推進課  

高齢介護保険担当 

代表 075-861-1101 

直通  075-861-1416 

京都府国民健康保険団体連合会 
電話 075-354-9090 

FAX  075-354-9055 

京都府サービス適正化委員会 
電話  075-252-2152 

FAX   075-252-2350 

 

 

6．  事故発生時の対応について 

 ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご利用者

の家族及び関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償す

べき事故が発生した場合は、可能な限り速やかに損害賠償を行います。 

但し、職員の指示に従わずに生じた事故、または転倒や徘徊などの不可避的な事故

については、当施設は一切責任を負いません。 

 

 

 

 

7．  緊急時の対応方法について 

 ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、
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ご家族の方に速やかに連絡致します。 

 

 

緊急連絡先 

氏名 

住所 

電話番号 

続柄 

 

8. その他サービス利用に関する留意事項 

（1）ご利用にあたり 

職員の指示を守らず、他の利用者に迷惑を掛けた場合は即時ご利用を中止させて頂

きます。 

（2）喫煙について    

全館禁煙とさせて頂きます。 

（3）所持品・備品等の持参について 

サービス利用時の持参品については、パンフレットをご参照ください。所持品・備

品等の持参品には必ず名前のご記入をお願い致します。万一、持参品の紛失・盗難

等のトラブルが発生した場合、当事業所は責任を負いません。 

（4）金銭・貴重品について 

現金・貴重品等の持ち込みはお断り致します。万一、持ち込みになられた現金・貴

重品等の紛失・盗難等のトラブルが発生した場合、当事業所は責任を負いません。 

（5）飲食物の持ち込みについて 

飲食物の持ち込みは固くお断り致します。但し、健康管理上、主治医の指示による

栄養補給等に必要な飲食物については、事業所にご連絡ください。万一、持ち込み

になられた飲食物に起因する食中毒・事故等が発生した場合、当事業所は責任を負

いません。 

（6）ペットの持ち込みについて 

当事業所へのペットの持ち込みは固くお断り致します。 

（7）感染症対策について 

インフルエンザ、食中毒等、集団感染の恐れがある疾病が発症した場合は直ちにサ

ービスの利用を中止させて頂きます。また、利用者に体調不良や感染症等の症状（発

熱・下痢・嘔吐等）が見られた場合は、速やかに主治医の診察を受けて頂く等の対

応をお願い致します。当事業所の看護師等が症状・異変に気付きサービスを中止さ

せて頂くこともございます。看護師等が医療機関の受診をお願いした場合も、速や

かに受診をお願い致します。 

（8）その他の活動について 

当事業所の職員や他の利用者に対し、宗教活動・政治活動・営利活動等は固く禁止

致します。 

（9）当事業所又は職員に対し、金銭・金品・その他のお中元等の贈物等は固くお断り

させて頂きます。 
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令和  年  月  日 

 

 

指定通所介護サービス又は介護予防日常生活支援総合事業通所介護の提供の開始に

際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い、副本を交付しました。 

 

社会福祉法人 行風会 朱雀老人デイサービスセンター 

説明者          

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、利用料と通所介護サービ

ス等の提供開始に同意しました。 

 

          利用者 

          （住所）  

          （氏名）                                       ㊞ 

           代理人 

（住所） 

（氏名）                                        ㊞ 

（続柄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 8 条の規定に基づき、利用申込者又はその家族

への重要事項説明のために作成したものです。 
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通常の事業の実施地域（別紙） 

 

 

通所事業の実施範囲 

 

別添 

丸太町 

烏丸 

七条 

天神川 

朱雀DS 


